
生ごみは多くの水分を含んでいます
　生ごみは水分を多く含むため重量があり、腐敗すると悪臭
を発します。生ごみの水分量は70～80％と言われています。
　生ごみの水切りをすると悪臭を防止できるほか、ごみの容
量が減り、ごみ袋（市指定袋）の枚数を減らし、サイズを小さ
くできます。

【生ごみの減量方法】
生ごみにしない　～生ごみを出さない工夫をしましょう～
　○買物に行く前に冷蔵庫の中を確認する
　○食べる量を考えて献立を決める
　○冷蔵庫の中にあるものだけで料理する日を作る
ぬらさない　～無駄にぬらしていませんか？～
　○基本は「最初からぬらさない」ことです。野菜などは使えない部分をはじめに分けてから洗いましょう
水切りをする　～悪臭・腐敗防止にもなります～
　○ゴム手袋を使用して直接水切りする
　○すぐに捨てずに三角コーナーなどに入れ、一晩おいてから捨てる
　○市販の水切りグッズなどを活用する

【生ごみの水切り器を無料で配布しています】
　安中市環境保健自治団体連合会では、生ごみの水切り器を市在住の世帯
を対象に無料で配布しています。希望する人は環自連事務局（□ク 内環境政
策課または□松 松井田振興課）までお越しください。なお、数に限りがあり
ますので、ご了承ください。

剪定枝や草も多くの水分を含んでいます
　「剪定枝」や「草」を乾燥させるだけでも、15～60％
もの減量になると言われています。
　水分を多く含んでいると、焼却時に多くのエネルギー
が必要となり、処理経費も余分にかかります。

【剪定枝や草の減量方法】
　○剪定枝や草は、すぐに出さずに土を落として乾燥させましょう
　○天日干しできない場合でも、袋を縛らず開けておくだけで減量できます

【剪定枝をごみステーションに出す場合】
　長さ50㎝以下、太さ5㎝以下のものはごみ袋（市指定袋）に入れるか、困難
な場合は袋に入る程度の量でしばり、ごみ袋（市指定袋）を貼り付ければご
みステーションで回収できます。（一度に大袋5袋まで）
　長さ50㎝、太さ5㎝をこえるものは粗大ごみ扱いとなりますので、碓氷川
クリーンセンターへ直接、持ち込んでください。
※処理料金：総重量から50㎏を差し引いた重量10㎏につき165円（税込み）
（50㎏まで無料）
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生ごみ、剪定枝や草のごみ減量について
■問 □ク 環境政策課廃棄物対策係（☎内線1881）
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▲袋を開けて乾燥させて
いる様子
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▲乾燥後の草

▲市指定袋の貼り付け方 ▲展示の様子
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相続登記は法務局へ

相続登記の申請が義務になります（令和6年4月1日から）
　前橋地方法務局　高崎支局（〒370－0045高崎市東町134－12高崎地方合同庁舎）
　（☎027－322－6315（代表））　■時 午前8時30分～午後5時15分（土日祝日を除く）
相続登記について専門家（司法書士）に相談したい
　群馬司法書士会総合相談センター（司法書士が常時対応）
　（☎027－221－0150）　■時 午前10時～午後4時（土日祝日を除く）
　くわしくは各■HP で確認できます。

現況届を忘れずに
児童扶養手当・
特別児童扶養手当

　現在、児童扶養手当を受給中の
人は8月1日～31日の間、特別児
童扶養手当を受給中の人は8月10
日～9月11日の間に届出が必要で
す。
　次の期間で特別窓口を開設しま
すので、忘れずに提出してくださ
い。この届出がないと、手当の支
給が差し止められ、さらに2年間

未届けのままだと、受給資格が喪
失となりますので注意してくださ
い。なお、該当者には届出用紙を
送付します。
※児童扶養手当は所得制限により
支給停止中の場合でも届出が必
要です
※特別児童扶養手当は、前年度か
ら引き続き所得制限により支給
停止となることが明らかな場合
は、手続を市で行うことができ
る場合がありますのでご相談く
ださい

特別窓口の受付期間
□本 ・□松 8月10日（木）～18日（金）
（土日祝日を除く午前9時～午後5時）
※16日（水）は□本 のみ午後7時まで
※期間中は通常の窓口ではなく、
専用の会場で受付を行います
※特別窓口に来庁できない場合
は、定められた期間内に窓口へ
お越しください

■問 □本 子ども課子ども育成係
　（☎内線1164）
　□松 住民福祉課福祉子ども係
　（☎内線2153）

子育て・教育 child rearing・education

保育園、認定こども園などの令和6年4月入園について

　8月25日（金）から、市内各園および市役所（□本 子
ども課と□松 住民福祉課）で、入園案内の配布を始め
ます。
　9月15日（金）～29日（金）に、申込書類を第一希
望の園に提出してください（入所選考は先着順では
ありません）。

パネル展示のお知らせ
　　市内各園・子育て支援事業の活動の様子を知っ
ていただくため、8月29日（火）～9月15日（金）
に、□本 1階市民ロビーと□松 1階ホールで、パネル展
示を行います（9月6日（水）に□本 と□松 の展示物を入
れ替えます）。
　■問 □本 子ども課幼児教育保育係（☎内線1162）

※詳細は広報9月1日号に掲載予定です
申込みの流れ、Q＆A、保育料、各園の情報など
は、市■HP をご覧ください▶

「トウキツネ」
不動産登記推進
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